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別表１ 

(１) 服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否 
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項目 算定回数 

調 剤 管

理 料 等

の加算 

調剤時残薬調整加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

薬学的有害事象等防止加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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特定薬剤管理指導加算１ 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ 
○

× 
× × × × × 

特定薬剤管理指導加算２ 月１回まで ○ ○ ○ ○ 
○

× 
× × × × × 

特定薬剤管理指導加算３ 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ 
○

× 
× × × × × 

吸入薬指導加算 ６月に１回まで ○ ○ ○ × × × × × × × 

かかりつけ薬剤師フォロー

アップ加算 
３月に１回まで ○ 

× 
※３ 

× × × × × × × × 

かかりつけ薬剤師訪問加算 ６月に１回まで ○ 
× 
※３ 

× × × × × × × × 

麻薬管理指導加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

乳幼児服薬指導加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

小児特定加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

在宅患者医療用麻薬持続注

射療法加算 
１回ごと × × × × × ○ ○ ○ ○ × 

在宅中心静脈栄養法加算 １回ごと × × × × × ○ ○ ○ ○ × 

外来服薬支援料１ 月１回まで ○ ○ ○ ○ × × × × × × 

外来服薬支援料２ 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

服用薬剤調整支援料１ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

服用薬剤調整支援料２※１ ６月に１回まで ○ 
× 
※３ 

○

× 
○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

調剤後薬剤管理指導料１ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

調剤後薬剤管理指導料２ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

服薬情報等提供料１ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × 
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 (１) 服薬管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否 

※１はかかりつけ薬剤師のみ算定可能 

※２は単一建物診療患者１名のみ算定可能 

※３は、かかりつけ薬剤師が指導や訪問等を実施し、その後の服薬管理指導を当該保険薬局の他の保

険薬剤師が実施した場合については、併算定可能 

(２) 在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否 
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項目 算定回数 

調
剤
管

理
料

等
の
加
算 

重複投薬・相互作用等防止加

算 

処方箋受付ごと 
× × × × × 

調剤管理加算 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ 

医療情報取得加算 １年に１回まで ○ ○ ○ ○ ○ 
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理

指
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料
等
の
加
算 

麻薬管理指導加算 １回ごと ○ △ ○ △ ○ 

在宅患者医療用麻薬持続注射

療法加算 

１回ごと 
○ × ○ × ○ 

乳幼児加算 １回ごと ○ △ ○ △ ○ 

小児特定加算 １回ごと ○ △ ○ △ ○ 

在宅中心静脈栄養法加算 １回ごと ○ × ○ × ○ 

外来服薬支援料１ 月１回まで × × × × × 

外来服薬支援料２ 処方箋受付ごと ○ ○ ○ ○ ○ 

服用薬剤調整支援料１ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ 

服用薬剤調整支援料２ ３月に１回まで ○ ○ ○ ○ ○ 

調剤後薬剤管理指導料１ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ 

調剤後薬剤管理指導料２ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ 

服薬情報等提供料１ 月１回まで × × × × × 

服薬情報等提供料２ 月１回まで ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × 

服薬情報等提供料３ ３月に１回まで ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × 

経管投薬支援料 １回まで ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × 

複数名薬剤管理指導訪問料※２ 1回ごと × × × × × ○ × ○ × × 
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服薬情報等提供料３ ３月に１回まで × × × × × 

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管

理料     

処方箋受付ごと 
○ ○ ○ ○ ○ 

経管投薬支援料 １回まで ○ ○ ○ ○ ○ 

※１ 患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。 

※２は単一建物診療患者１名のみ算定可能 

 


